
令和 8年 2月 7日 

令和８年２月９日以降の面会体制について（お知らせ） 

患者・利用者・ご家族各位 

平素より当法人の運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、地域における感染症の流行状況を踏まえ、令和８年２月９日（月）より面会

体制を下記の通り変更いたしますのでお知らせいたします。 

 
【対象施設および観測地域】 
■すむのさと髙尾病院・介護老人保健施設 寿夢の郷 
 観測地域：久留米・鳥栖 

■きやま髙尾病院 
観測地域：筑紫・鳥栖 

【感染症定点状況による面会時間】 
■定点３０未満の場合 
・面会時間 １４時～１９時（日曜・祝日は１４時～１７時） 
・面会時間の目安 ３０分 

■定点３０以上の場合 
・面会時間 １４時～１７時 
・面会時間の目安 １５分 
 
■病棟内で感染症が発生した場合 
・面会は中止となります。 

【面会にあたってのお願い】 
・面会人数は、１回につき３～４名程度でお願いいたします。 
・マスク着用等、感染対策へのご協力をお願いいたします。 
※なお、タブレット面会は終了とさせていただきます。 
 
今後も、地域の感染症流行状況に応じて面会体制を変更する場合があります。その

際は改めてご案内いたします。 

患者様・利用者様の安全を最優先に運営してまいりますので、皆様のご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

医療法人 好古堂 

・すむのさと髙尾病院   ・きやま髙尾病院   ・介護老人保健施設 寿夢の郷 



面会方法

平日・土 14:00～19:00 平日・土

日・祝 14:00～17:00 日・祝

面会時間

人数

毎週木曜日に発表される感染症の定点(鳥栖、筑紫)により翌週からの面会対応が変動しますので、ご注意ください。

面会方法についてご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

TEL ☎ 0942-92-4860　(平日・土 9:00～17:00)

該当フロアのみ面会中止

きやま髙尾病院における面会対応

定点確認URL（毎週木曜頃、更新されます）

佐賀県【鳥栖】https://kansen.pref.saga.jp/

福岡県【筑紫】https://www.fihes.pref.fukuoka.jp/~idsc_fukuoka/idwr/idwr-f2.html

15分以内

1組につき3～4名(子どもは感染対策可能な者に限る)

通常時(定点30未満) 定点30以上(警報レベル)  病棟内に感染者発生時

直接（対面）

実施日時 14:00～17:00

30分以内


